
建築物の工事請負契約又は
監理業務委託契約

請負代金額 ２/3以上減少

受注者は書面をもって発注者に
通知して直ちに契約を解除する
ことができる

工期の変更

火災保険又は建設工事保険
受注者は証券の写しを発注者

工事材料、建築設備の機器等

天災により生じた損害

発注者及び受注者がこれを負担
する

発注者及び受注者が協議して重
大なものと認め

かつ
受注者が善良な管理者として注
意をしたと認められるもの

監理者は

設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明
の内容を受注者に通知する。

受注者から提出された質疑書に関し、技術的
に検討し、回答すること等を行う。

監理業務委託契約

設計変更業務
原設計者に別途委託しなければ
ならない（原則として）

監理業務の一部；他の建築士事
務所の開設者に委託した場合

受託に基づく行為全てに
ついて責任を負う

履行期間又は業務委託書の内容
が変更された場合監理業務方針の再説明

監理業務の進捗状況
委託者に説明・報告しなければ
ならない。

受託者が監理業務を行うことが
できなくなった場合

業務の割合に応じて業務報酬を
請求することができる。

協議をもって決定した事項書面を作成し、記名・押印する

工事請負契約

現場代理人監理技術者と兼務することができる

工事中に本契約の目的物の一部
を発注者が使用する場合

工事用図書のとおりに実施され
ていない部分があると認められ
るとき

その費用を負担して速やかにこ
れを修補又は改造

工期の延長を求めることはできない

R3
25

建築物の工事請負契約に関する次の記述のうち、民間（七会）連合協定
「工事請負契約約 款」に照らして、最も不適当なものはどれか。

1 ．天災により生じた損害について、発注者及び受注者が協議
して重大なものと認め、かつ、受注者が善良な管理者として注
意をしたと認められるものは、発注者及び受注者がこれを負
担する。

❌

2 ．受注者は、工事の施工中、この工事の出来形部分と工事
現場に搬入した、工事材料、建築設備の機器等に火災保険又は
建設工事保険を付し、その証券の写しを発注者に提出する。

3 ．発注者は、工期の変更をするときは、変更後の工期を
この工事を施工するために通常必要と認められる期間に比べ
て著しく短い期間としてはならない。

4 ．発注者が工事を著しく減少したため、請負代金額が  
２/3以上減少したとき、受注者は書面をもって発注者に通
知して直ちに契約を解除することができる。

R2
25

建築物の工事請負契約又は監理業務委託契約に関する次の記述のうち、
■、最も不適当なものはどれか。

1 ．工事請負契約において、受注者は、この契約を締結した後
すみやかに請負代金内訳書及び工程表を監理者に提出し、工程表に
ついては監理者の承認を受ける。

❌

2 ．工事請負契約において、受注者が定める現場代理人は、
当該工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者
と兼務することができる。

3 ．監理業務委託契約において、受託者は、委託者の承諾を得て監
理業務の一部について、他の建築士事務所の開設者に委託した場合、委
託者に対し、当該他の建築士事務所の開設者の受託に基づく行為全てに
ついて責任を負う。

4 ．監理業務委託契約において、監理業務を原設計者と異なる建築士
に委託したとき、委託者は、監理業務の段階において、設計成果物に
ついて変更の必要が生じた場合、原則として、設計変更業務を原設計者
に別途委託しなければならない。

R元
25

 建築物の工事請負契約又は監理業務委託契約に関する次の記述のうち、
■、最も不適当なものはどれか。

1 ．工事請負契約において、工事中に本契約の目的物の一部を発注
者が使用する場合につき、法令に基づいて必要となる手続きは、発注
者から手続きを委託された場合は監理者が行い、受注者は、これに協
力するとともに手続きに要する費用を負担する。

❌

2 ．工事請負契約において、発注者は、監理者の意見に基づいて、受
注者の現場代理人、監理技術者又は主任技術者、専門技術者及び従業員
並びに下請負者及びその作業員のうちに、工事の施工又は管理について
著しく適当でないと認められる者があるときは、受注者に対して、その理
由を明示した書面をもって、必要な措置をとることを求めることができ
る。

3 ．監理業務委託契約において、受託者は、本契約に定めがある場合、
又は委託者の請求があるときは、監理業務の進捗状況について、委託者に説
明・報告しなければならない。

4 ．監理業務委託契約において、建築設計・監理等業務委託契約約款の規定
により履行期間又は業務委託書の内容が変更された場合において、委託者は、
必要があると認めるときは、受託者に対して、監理業務方針の再説明を請求す
ることができる。

H30
25

建築物の監理業務委託契約又は工事請負契約に関する次の記述のうち、
■、最も不適当なものはどれか。

１ ．監理業務委託契約において、委託者受託者双方の責めに帰
すことができない事由により受託者が監理業務を行うことができ
なくなった場合、受託者は、委託者に対し、既に遂行した業務
の割合に応じて業務報酬を請求することができる。

２ ．監理業務委託契約において、受託者は、委託者の契約の違
反により、受託者に相当な損害が生じたときは、委託者がその責
めに帰すことができない事由によることを証明した場合であって
も、契約の違反についての別段の定めを規定した場合を除き、委
託者に対し、その賠償を請求することができる。

❌

３．工事請負契約において、受注者は、工事用図書又は監理者の指
示によって施工することが適当でないと認めたときは、直ちに書面を
もって発注者又は監理者に通知する。

４ ．工事請負契約において、施工について、工事用図書のとおりに
実施されていない部分があると認められるときは、原則として、監理
者の指示によって、受注者は、その費用を負担して速やかにこれを修
補又は改造し、このための工期の延長を求めることはできない

H29
25

建築物の監理業務委託契約又は工事請負契約に関する次の記述のう
ち、■、最も不適当なものはどれか。

１．監理業務委託契約において、委託者及び受託者は、受託者が監理業
務を行うに当たり協議をもって決定した事項については、原則として速やか
に、書面を作成し、記名・押印する。

２．監理業務委託契約において、監理業務を原設計者と異なる建築士に
委託したとき、委託者は、監理業務の段階において、設計成果物について
変更の必要が生じた場合、 原則として、設計変更業務を原設計者に別途委
託しなければならない。

３．工事請負契約において、受注者は、設計図書等に発注者又は監理者
の立会いのうえ施工することを定めた工事を施工するときは、事前
に発注者又は監理者に通知する。

４．工事請負契約において、受注者は、工事を完了したときは、設計
図書等のとおりに 実施されていることを確認して、監理者に検査を求
め、監理者は、速やかにこれに 応じて検査を行う。

❌

H28
25

次の記述のうち、■、最も不適当なものはどれか。

１．監理業務において、委託者は、必要あるときは受託者に対し指示を
することができるが、委託者の指示の内容が建築士法、建築基準法その
他業務に関する法令に抵触し又は抵触するおそれがあると認められる場
合、受託者は撤回又は変更を求めることができる。

２．監理業務において、受託者は、委託者の承諾を得て監理業務の一
部について、他の建築士事務所の開設者に委託した場合、委託者に対
し、当該他の建築士事務所の開設者の受託に基づく行為全てについて
責任を負う。

３．工事の施工において、受注者は、監理者の処置が著しく適当でな
いと認められると きは、その理由を明示した書面をもって、発注者に
対して異議を申し立てることが できる。

４．工事の施工において、受注者は、工事現場における施工の技術上
の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を定め、書面をもって
その氏名を監理者に通知する。

❌

H27
25

建築物の工事請負契約に関する次の記述のうち、■、最も不適当なものはどれか。

１．発注者は、受注者の求め又は設計図書の作成者の求めにより、設
計図書の作成者が 行う設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明
の内容を受注者に通知する。

２．監理者は、監理契約にもとづいて発注者の委託をうけ、工事請負
契約に別段の定めのあるほか、受注者から提出された質疑書に関し、
技術的に検討し、回答すること等を行う。

３．受注者は、図面・仕様書の表示が明確でないこと、または図面と
仕様書に矛盾、誤謬又は脱漏があることを発見したときは、ただちに
書面をもって監理者に通知する。

４．監理者は、図面・仕様書のとおりに実施されていない疑いのある
施工について、必 要と認められる相当の理由があるときは、受注者の
書面による同意を得て、必要な 範囲で破壊してその部分を検査するこ
とができる。

❌

H26
25

建築物の工事請負契約に関する次の記述のうち、■、最も不適当なも
のはどれか。

１．、この契約を締結した後すみやかに請負代金内訳書及び工
程表を監理者に 提出し、請負代金内訳書については、監理者の
確認を受ける。

２．受注者は、工事現場において、土壌汚染、地中障害物、
埋蔵文化財など施工の支障となる予期することのできない
事態が発生したことを発見したときは、ただちに書面をもっ
て監理者に通知する。

３．建築設備の機器、室内装飾、家具などの瑕疵については、
かくれた瑕疵を除き、引渡しの時、監理者が検査してただちに
その修補又は取替えを求めなければ、受注者は、その責任を負
わない。

４．請負代金額を変更するときは、原則として、工事の増加
部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価
により、減少部分については変更時の時価による。

❌

H25
25

建築物の工事請負契約に関する次の記述のうち、■、最も不適当
なものはどれか。

１．受注者は、共同住宅の新築工事において、あらかじめ発注
者の書面による承諾を得 た場合に限り、工事の全部若しくはそ
の主たる部分又は他の部分から独立して機能を発揮する工作物
の工事を一括して、第三者に請け負わせることができる。

❌

２．受注者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさど
る監理技術者又は主任技術者を定め、書面をもってその氏名を発
注者に通知し、また、専門技術者を定め る場合、書面をもって
その氏名を発注者に通知する。

３．受注者は、契約書の定めるところにより、工事の完成前に出
来高払による部分払を請求する場合、その請求額は契約書に別段
の定めのある場合を除き、監理者の検査に合格した工事の出来形
部分と検査済の工事材料及び建築設備の機器に対する請負代金額
の9/10に相当する額とする。

４．受注者は、原則として、特許権等の対象となっている工
事材料及び建築設備の機器、施工方法等を使用するときは、
その使用に関する一切の責任を負わなければならな い。

R4
25

建築物の監理業務委託契約（工事監理を含む。）に関する次の記述のうち、四
会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」（令和 2 年 4 月改正）に
照らして、最も不適当なものはどれか。

1 ．委託者は、受託者から監理業務方針の説明を受けた日から 7日以内
に、受託者に対して、その修正につき協議を請求することができる。

2 ．受託者は、あらかじめ委託者の承諾を得た場合であっても、監理業務
の全部を一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。

3 ．受託者は、委託者の債務の不履行により損害が生じたときは、その債
務の不履行が監理業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の
責めに帰することができない事由によるものであっても、その債務の不履
行の効果がこの契約に定められている場合を除き、委託者に対し、その損
害の賠償を請求することができる。

❌

4 ．受託者は、監理業務の段階において、理由の如何を問わず、工事請負
契約が解除されたときは、委託者に催告をすることなく、直ちに、委託者
に書面をもって通知して監理業務委託契約の全部を解除することができ
る。

民間（旧四会）連合協定「工事請負契約約款」（平成 29 年 
12 月改正）又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託
契約約款」（平成 27 年 2 月改正）に照らして

四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」又は民
間（旧四会）連合協定「工事請負契約約款」に照らして

民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款(平成 23年５月改正)」に照らして

民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして

民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして

R5
25

建築物の工事請負契約又は監理業務委託契約に関する次の記述のうち、て、最も不
適当なものはどれか。

1 ．工事請負契約において、発注者は、監理者の意見に基づいて、受注者の現場代理
人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐、専門技術者及び従業員並びに下請負
者及びその作業員のうちに、工事の施工又は管理について著しく適当でないと認めら
れる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措
置をとることを求めることができる。

2 ．工事請負契約において、発注者は、引き渡された契約の目的物に契約不適合が
あるときは、監理者に対し、書面をもって、目的物の修補又は代替物の引渡しによる
履行の追完を請求することができる。

❌

3 ．監理業務委託契約において、委託者は、受託者に債務の不履行があった場合
（委託者の責めに帰すべき事由によるときを除く。）には、原則として、受託者に書
面をもって、委託者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行が
ないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。

4 ．監理業務委託契約において、委託者及び受託者は、受託者が監理業務を行うに
当たり協議をもって決定した事項については、原則として、速やかに書面を作成し、
記名・押印する。

民間（七会）連合協定「工事請負契約約款」（令和 5 
年（2023 年）1 月改正）又は四会連合協定「建築設
計・監理等業務委託契約約款」（令和 2 年（2020 年）
4 月改正）に照らし


